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会議の名称　令和７年１０月定例教育委員会 

日　　　時　令和７年１０月２日（木） 

　　　　　　午前９時から午前１０時１０分まで 

場　　　所　北庁舎２階　第５会議室 
出　席　者 
　教育長　　　　　　　　　　　　大澤孝明 
　委員　　　　　　　　　　　　　宗絵美子 
委員　　　　　　　　　　　　　安藤京子 

　委員　　　　　　　　　　　　　堀場哲明 
　事務局 
　　教育部長　　　　　　　　　　山端剛史 

教育部次長　　　　　　　　　若杉玲子 
教育総務課指導室長　　　　　福岡和 
くらし文化部次長（地域共生、観光商工、生涯学習担当）兼 
生涯学習課担当課長（事業、施設担当）兼文化の家館長　髙木昭信 
生涯学習課長兼公民館長　　　児玉剛 

　　中央図書館長　　　　　　　　二之部香奈子 
給食センター所長　　　　　　古橋剛 
みどりの推進課専門員（平成こども塾担当）福岡隆也 
教育総務課課長補佐（庶務教育担当）山田克仁 

　　教育総務課庶務教育係長　　　宇井正幸 
　　教育総務課施設係長　　　　　佐竹晃 
 
欠　席　者 
　委員　　川上雅也 
 
傍　聴　者　　 
０人 

 
会議の公開・非公開　　 
一部非公開 
 

審議の概要 
１　決定承認事項 
　　令和８年度教職員定期人事異動方針（案）について 
 
２　報告事項 
　⑴　後援・推薦名義専決処分の報告 

⑵　教育委員会及び関係各課からの報告 
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３　報告事項【非公開】 

　⑴　東小学校通学路の変更について 

⑵　就学援助認定者数報告 

 

４　その他 
 
議事録署名者 
宗委員 

 

議事録 
教育長 令和７年１０月定例教育委員会を始めます。 
　　　　　 １０月１日付けで新しく堀場教育委員が就任されました。 
　　　　　 今年度、スポーツ関係で優秀な成績をおさめる子どもたちが多く、

大変うれしく思います。先日、市長表敬も行いました。 
　　　　　 ９月２０日にモリコロパークで愛知県ユネスコスクール交流会が開

催され、本市からは長久手小学校、西小学校、東小学校の３校が参

加しました。内容がよくまとめられており、子どもたちが発表して

いました。 
　　　　　 同日２０日に福祉の家で市文化財指定記念展・講演会が開催されま

した。多くの来場者があり、とても有意義な講演でした。 
　　　　　 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項において、

「教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじ

めその指名する委員がその職務を行う。」と規定されています。こ

の規定に基づき、１０月１日付けで宗委員を職務代理者と指名して

いますので報告させていただきます。 
本日の議事録署名者は、宗委員です。 
それでは、議題に沿って議事を進めます。 
決定承認事項の令和８年度教職員定期人事異動方針（案）について、

教育総務課から説明をお願いします。 
 
（資料１に沿って説明） 

教育長　　承認してよろしいですか。 
委員　　　（異議なし） 
教育長　　異議なしと認め、承認とします。 
　　　　　続きまして、報告事項に移ります。後援・推薦名義専決処分の報告

について教育総務課から説明をお願いします。 
 
（資料２に沿って説明） 
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　　　　　委員から特に意見なし 
教育長　　続いて教育委員会及び関係各課からの報告です。生涯学習課から説

明をお願いします。 
 
（資料３に沿って説明） 

委員　　　１０月１８日に予定されている石作神社での宵祭「ＫＯＮＴＯＮ」

のチラシがとても目を引き、わかりやすくなっています。とても良

い企画で、文化の家は休館していますが、事業は動いていると伝わ

ってきます。もう少しすると文化の家が再オープンしますが、レス

トランがどうなるのか気になっています。明確なコンセプトをもち、

レストランに人が集まるようになってほしいと思います。 
教育長　　続きまして、みどりの推進課から説明をお願いします。 
 
（資料４に沿って説明） 

委員　　　先日、学校連携プログラムの飯ごう炊さんに協力しているボランテ

ィアに話を聞く機会がありましたが、眼鏡が熱さで溶けてしまった

と言っていました。眼鏡をかけている児童もいるかと思いますが、

注意喚起はしていますか。 
事務局　　学校によっては眼鏡をはずすよう指導しているところもあります。

熱さを感じてもらうこともひとつの経験だと思っています。平成こ

ども塾では、火の危険性を伝えながら体験してもらっています。マ

ッチや包丁の使い方を知らない子どもたちが増えています。こうし

た道具を使うことも貴重な経験になると思い、事業を進めています。 
教育長　　続きまして、中央図書館から説明をお願いします。 
 
（資料５に沿って説明） 

委員　　　企画展示の視点もよく、様々な事業を着実に遂行していただいてい

ます。修理ボランティアの方々もひとごとではなく、自分事と捉え

て協力いただいています。こうしたボランティアの活動が図書館を

支えていると思います。 
委員　　　企画展示がＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」にちなんだものにな

っており、市民が今読みたいと思うものを先取りしていてとても良

いと思います。 
　　　　　また、図書館の玄関前の階段が使用できないようになっていますが、

今後どのように対応される予定ですか。 
事務局　　北側の階段に破損箇所があり、両側は通行できるようにしています

が、中央部分は危険なため通行を規制しています。今後どのように

対応するのか検討中です。 
委員　　　とても目立つところですので、直ると良いと思います。 
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委員　　　以前、中央図書館運営協議会委員に就任していたことがありますが、

延滞本への対応は何か変わっていますか。 
事務局　　令和６年度から窓口業務を民間事業者に委託しましたが、それに合

わせ延滞本へのはがきや電話、メールでの督促業務を事業者に任せ

ることとなりました。それにより、督促業務に従事できる人員も増

え、延滞本は減少しています。 
教育長　　続きまして、給食センターから説明をお願いします。 
 
（資料６に沿って説明） 

委員　　　給食に汁物を提供するとご飯がすすみます。家庭ではなかなか作ら

ない汁物が提供されていて、栄養士の工夫を感じます。ぜひ、担任

の先生が、工夫している点などを子どもたちに伝えてほしいです。

アレルギー対策もしっかりとされており、とても良い献立になって

います。夏休み期間中に、負荷テストをして新たに食べられるよう

になった食材もあると思います。保護者面談を行いながら、対応い

ただきたいです。 
　　　　　１０月６日に提供される「あいちのにくだんご」とはどういったも

のですか。 
事務局　　県内産の食材を使用した肉団子を提供する予定です。 
教育長　　続きまして、教育総務課から説明をお願いします。 
 
（資料７に沿って説明） 

委員　　　資料 No.2 の勤務時間の適正化について、中学校の休日の部活動を

民間事業者に委託しましたが、教員の在校時間に何か変化はありま

したか。勤務時間について教員の様子を見ていると、一般企業と学

校とでは意識の違いがあるように感じます。時代も働き方について

の考え方が変わってきています。勤務時間が減っても質はあげてい

かないといけません。また、今後平日の部活動はどのようになる予

定ですか。 
事務局　　在校時間については、数字上でも減少しています。一般企業では勤

務時間については厳しくなってきていますが、教員は、勤務時間外

でも保護者対応している状況ですので、何か対策が必要だと感じて

います。管理職が若い世代に変わってきており、勤務時間に対する

意識も変わってきています。部活動が民間委託になり、勤務時間と

しては大きく減少していますが、その分何かに転嫁していかないと

いけないと感じています。平日の部活動は、今後どのようになるの

か未定で、部活動検討委員会で引き続き協議していきます。 
委員　　　教員を目指す人が減ってきていますので、各自治体が独自に取り組

んでいく必要があると感じています。 
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委員　　　コミュニティスクールが具体的に動き始めました。地域と一体にな

って取り組んでいく必要がありますが、そこが一番難しいところだ

と感じています。地域の方々は、また市からボランティアを押しつ

けられるのではないか、と警戒してしまうことがあると思います。

地域の方々へ説明する際には、子どもたちのために学校、保護者、

地域が一体となって取り組んでいくのだと、目的や必要性を明確に

して説明いただきたいです。説明の仕方で受け取り方も変わると思

います。学校では教員が授業を工夫しながら取り組んでいくと説明

した上で、それ以外の部分を地域の人と一緒に取り組んでいきたい

という思いが伝われば、地域の方々も協力しようという思いになっ

てくれると思います。 
教育長　　他に御意見等なければ、これ以降の内容は非公開としてよろしいで

すか。 

委員　　　（異議なし） 

教育長　　それでは、公開部分の教育委員会を終わります。 


